
保育園利用について 

 

 

保育園の利用には自治体からの保育利用認定が必要になります。 

※認定には就労等の条件が必要となります。 

 

0歳児～２歳児 3号認定 

3歳児～５歳児 2号認定 

 

その他にも 1号認定という区分があります。 

1号認定とは・・・？ 

 

希望するすべての満 3歳～5歳児までの方が利用可能です。 

利用時間とはして教育標準時間（1日 4時間）となります。 

※延長利用も可能です。 

 

利用料金 

 

幼児保育料無償化対象となりますので他のお子さんと同じ副食費の一部負担で利用できます。 

（令和 6年 4月現在 4500円、青梅市在住の方は 2500円） 

 

 

また満 3歳という条件から、2歳児クラスで誕生日を迎えた翌月から適応する事が出来ます。 

 

またこの制度は現在幼稚園や認定こども園のみとなりますので 

青梅エンゼル保育園で利用が可能です。 

 

わかりにくい部分もあると思います。ご不明点等がありましたら 

ご相談等質問もいつでもお受けいたしますので園長までご連絡下さい。 


